
 
 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

事業所得者の青色決算・消費税等説明会  参加申込書        FAX：０４２８－２３－１１２２ 

事業所名  

ＴＥＬ  
参加者名 

 

業 種   

当所は、個人情報が適切に取り扱われている企業等に与えられるプライバシーマークを取得し、個人情報保護に努めています。当所の個人情報の取り扱いに関

する考え方につきましては、当所個人情報保護方針のページ（https://www.omecci.jp/privacy/）の「個人情報の取り扱いについて」又は、同内容の別紙

「個人情報の取り扱いについて」をご覧いただき、当所の個人情報の利用目的や提供等に関する事項に同意の上、申し込みください。なお、ご記入いただきまし

た個人情報は本事業の実施及び運営や連絡のために利用いたします。 
上記の個人情報の取り扱いに参加者ご本人様の同意確認の上、お申込ください。（参加者名の右にある同意確認の同意するにチェックがある方のみ受付いたし

ます。同意の無い場合は、受付できませんのでご了承ください。） 

決算を行う時期が近づいてきました。今年も所得税の青色申告決算書の 

作成や消費税などについて説明会を開催します。 

青色決算説明会・消費税等説明会  

青梅税務署・青梅商工会議所共催 

【内容】 

① 青色申告決算書作成の仕方とは？ 

青色申告特別控除の条件は？ 

② 消費税とは？ 
届出、消費税納税者の条件、申告の仕方（２種類）など 

③ e-Ｔax(国税電子申告・納税システム)とは？ 

④ 消費税の軽税率について 

   
日時：平成 30 年 12 月 3 日(月) 13：30～16：00 
場所：青梅商工会議所 3Ｆ会議室 (青梅市上町 373 番地の 1) 
 

講 師：青梅税務署担当者 
 

持ち物：筆記用具（所得税の青色申告決算書、青色申告の決算の手引き、 

決算書の書き方、年末調整関係書類及び給与支払報告書を会場で配布します。） 
 

お申込：申込：電話・FAX にてお申し込みください 

     Tel：0428-23-0113  Fax：0428-23-1122 
 

問合せ：青梅商工会議所 中小企業相談所 

※ ～平成 31年に消費税を申告する方へ～ 

   申告方法は本則課税と簡易課税 2種類あり、簡易課税を選ぶ場合は、 

   平成 30年 12月末までに税務署へ届出が必要です！詳しくは説明会にて。 

 

□同意する □同意しない 

□同意する □同意しない 


